
 

令和 6 年 4 月 5 日 

ご家族 各位 

特別養護老人ホーム高槻荘 

荘長 宇津木 久志 

 

管理者の変更と面会制限の一部緩和について 

 

 

 春暖の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当施設の運営にご理解・ご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウィルス感染症対策では、長期間にわたり、様々な自粛に

ご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、この度令和 6 年 4 月 1 日付で下記の通り法人内人事異動により管理者が変更しましたのでお知

らせ致します。前任者については 7 年間、多大なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今後ともサー

ビス・ケアの質の向上に職員一同誠心誠意努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。加えて、令和 6 年 3 月 31 日で新型コロナウィルス感染症に係る各種対応が終了する中、こ

の間ご家族のご意見も踏まえて、施設内各専門職で面会の今後の在り方について検討を重ねる中、下記の

通り面会制限を一部緩和することにしましたので、お知らせいたします。詳細については高槻荘の HP 上

で公開しておりますので、ご確認ください（HP を閲覧できる環境のない方については、施設入り口で閲

覧できるようにもしておりますので、そちらでご確認ください）。なお、ご不明な点がございましたら、

遠慮なく下記連絡先までお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。 

 未だ新型コロナウィルスや季節性インフルエンザの罹患者が市内で報告される中、制限の緩和につい

て、ご家族の中には賛否両論あることと存じますが、なにとぞご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

【お問い合わせ先】 

特別養護老人ホーム高槻荘 

副施設長    松岡 拓志 

総括主任生活相談員 日置 和也 

TEL：072-682-6652 

 

 

【裏面続く】 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 

【管理者の変更】 

 

旧 新 

荘長 羽田 浩朗 荘長 宇津木 久志 

 

【面会制限の緩和】 

１．面会制限の緩和について（概要） 

  4月 7日（日）より、面会可能時間や面会場所、1 回当たりの面会人数等について、新型コロナ禍以

前の体制に戻します。加えてご家族との外食を可能とします。 

 

２．面会可能時間について 

旧 新（令和 6年 4月 7日～） 

10：00～16：00 10：00～20：00 

 

３．面会人数・場所・時間について 

 ①面会人数について 

屋内外問わず人数制限を解除します 

 ②面会場所について 

  居室・リビング他共用部、屋外での面会を面会人数に関わらず可能とします。 

 

４．面会中の飲食について 

  面会中のご入居者及びご家族の会食を可能とします。 

 ＊直近・その日の体調により食べることができる食事形態に変わりがある場合があります。誤嚥やム

セ、喉詰め等の事故防止のため、持参される差し入れ（飲み物を含む）については事前にユニット担

当者や看護師、管理栄養士にご相談ください。 

 ＊他のご入居者への飲食物のお裾分けはご遠慮ください。 

 

５．一時外出について 

  ご家族と一緒に一時外出することに加え、外食も可能にしました。 

 ＊1 時間を超える外出については、外出届をご記入の上、各ユニット担当者にお渡しください。 

 （外出届は各ユニットで用意しております） 

＊外出当日のご入居者の体調によっては外出を控えていただく場合がありますのでご了承ください。 

 ＊入浴や服薬等の調整が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 

 ＊外泊についてはご相談に応じさせていただきます。 

 

6． 面会中のケアについて 

  面会中に下記の通りお声掛けさせていただき、面会を一時的に中断させてもらう場合がありますの

で、ご了承ください。 

 ・定期的な排泄介助や口腔ケア、更衣介助等の場合 

 ・入浴予定日になっている場合（＊長時間お待たせしていただく場合があります） 

 ・主治医の回診・診察の場合  など 



7．面会中の感染症対応について（ご協力のお願い） 

  面会中は以下のことを継続してご協力ください。 

 ・館内もしくはご入居者と接する際は常時マスクの着用をお願いします。（会食中は除く） 

 ・面会時は玄関で手指消毒液をお渡ししますので、携帯し、こまめに手指消毒をお願いします。 

 ・37℃以上の発熱、咳・鼻水などの風邪症状のある方は面会をご遠慮願います。 

 ・同居されている方で上記の症状がある方がいらっしゃる場合もご遠慮願います。 

 ・面会後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症及び季節性インフルエンザ等の感染症に罹患された

場合は必ずご連絡ください。 

 

8．その他 

  １～7 の詳細及びご家族に協力していただきたい『ご面会されるご家族へのお願い』については、高

槻荘ＨＰのトップページにある『施設サービスのご家族の方へ』に掲載しております。面会に来られる

前に必ずご確認ください。なお、インターネット環境のない方やＨＰを閲覧することが困難な方につい

ては、掲載している資料を郵送させていただきますので、お問い合わせください。 

 

高槻荘HP『施設サービスのご家族の方へ』 

 

 

＊面会内容・方法について、今後の施設内感染症状況等によっては変更させていただく場合がありますの

で、ご了承ください。 

＊本書は身元引受人の方にのみ送付しております。お手数ですが、他のご家族・知人の皆様にもお知らせ

いただきますようにお願いいたします。 

＊ブログや facebook など各種 SNS で日ごろの様子、取り組みなどを情報発信しておりますので、ご覧く

ださい。 

＊引き続き Web 面会も実施しておりますので、どうぞご利用ください。 

 

以上 


